
質 問 及 び 回 答 書 

 

案件名 高松市予防接種帳票（福祉保健系）作成等業務委託 

 

№   

１ 

質問事項 
仕様書別表につきまして、処理周期 4 月～3 月までのうち、1 月～3 月の期間で

空欄の帳票グループがありますが、帳票出力は行う認識でよかったでしょうか。 

回答 

ご認識のとおりです。 

処理周期が「月次」となっているものにつきましては、1 月～3 月も帳票出力を

行いますが、グループ No.36（成人肺炎球菌予防接種）は 3 月の出力はございま

せん。 

また、本回答による各年度の年間出力想定数の変更はございません。 

 

回答日 令和８年６月２６日 

高松市健康福祉局保健所感染症対策課 

 


